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日本放送協会 理事会議事録 

               （平成２９年１０月１７日開催分） 

  

平成２９年１１月 ２日（木）公表 

 

＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 平成２９年１０月１７日（火） 午前９時００分～９時１０分 

 

＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、坂本専務理事、根本理事、松原理事、 

荒木理事、黄木理事、大橋理事、菅理事、中田理事、今井特別主幹 

高橋監査委員 

 

＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 

 

＜議        事＞ 

 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

付議事項 

 

１ 審議事項 

（１） 第１２９３回経営委員会付議事項について 

 

２ 報告事項 

（１） ＮＨＫ情報公開・個人情報保護の実施状況（平成２９年度上半期） 

 

議事経過 

１ 審議事項 

（１）第１２９３回経営委員会付議事項について 
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（経営企画局） 

１０月２４日に開催される第１２９３回経営委員会に付議する事項に

ついて、審議をお願いします。 

付議事項は、議決事項として「中央放送番組審議会委員の委嘱につい

て」、審議事項として「ＮＨＫ３か年計画（２０１８－２０２０年度）要

綱案」です。また、報告事項として「平成２９年度第２四半期業務報告」、

「視聴者対応報告（平成２９年７～９月）について」、「ＮＨＫ情報公開・

個人情報保護の実施状況（平成２９年度上半期）」、および「地方放送番

組審議会委員の委嘱について」です。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

２ 報告事項 

（１）ＮＨＫ情報公開・個人情報保護の実施状況（平成２９年度上半期） 

（情報公開センター、ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会事務局） 

平成２９年度上半期のＮＨＫ情報公開・個人情報保護の実施状況につ

いて報告します。 

１点目は、情報公開の実施状況についてです。 

２９年度上半期は、４人の視聴者から１６件の「開示の求め」を受け

付けました。前年度同期の４２件から２６件減少しています。１６件の

内訳は、総務・経理が７件、営業が５件、放送が３件、広報・事業が１

件となっています。「開示の求め」に対する判断結果は、開示が７件、一

部開示が５件、不開示が２件でした。この一部開示・不開示の合計７件

のうち、最も多かったのは、視聴者が求めた文書をＮＨＫが保有してい

ない文書不存在で４件でした。また、放送番組の編集にかかわる文書に

ついては２件あり、番組編集の自由を確保するという観点から、「開示の

求め」の対象外としました。 

続いて、ＮＨＫ情報公開・個人情報保護審議委員会（以下、「委員会」）

の審議状況についてです。この委員会は、ＮＨＫが行った一部開示等の

判断に対して「再検討の求め」が出された場合、客観的な立場から検討

し、その結果をＮＨＫに答申する第三者機関です。上半期の「再検討の

求め」の受け付けは３件で、前年度同期の１５件より大幅に減少してい

ます。委員会は上半期に５回開催され、諮問した２０件すべてについて、

諮問した当日に答申を受けました。これは、委員会１回あたりの諮問数

を、前年度の平均６件から今年度は４件と絞ったことで、個々の審議に

十分な時間を確保できた結果と考えています。２０件の答申のうち１８

件は「当初の判断どおり一部開示・不開示が妥当」とする答申で、「一部

開示の範囲を広げることが妥当」とする答申が１件、「不開示でなく一部

開示・開示が妥当」とする答申が１件ありました。ＮＨＫはすべての事
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案について、答申の通りに最終判断を行いました。 

２点目は、個人情報保護の実施状況についてです。 

個人情報の漏えいは５件でした。個人情報を含んだ受信料の帳票を紛

失したものが４件、個人情報を含んだリストの紛失が１件ありました。

いずれも、ＮＨＫはお客さまや関係者にお詫びとご説明を行い、再発防

止策を実施して、ＮＨＫオンライン上で公表しています。また、漏えい

に至らなかった紛失・盗難はありませんでした。 

個人情報の「開示等の求め」は、１０人の視聴者から１０件ありまし

た。判断結果は、開示が７件、一部開示が１件、不開示が１件で、調査

中が１件です。また、「再検討の求め」はありませんでした。 

本件は、１０月２４日開催の第１２９３回経営委員会に報告します。 

 

（黄木理事）       受信料の帳票紛失が４件ありましたが、どの 

ような要因によるものでしょうか。 

（情報公開センター）    共通している点は、事務室内における紛失で

誤って廃棄したと思われることです。うち、２

件は受信料の契約業務を委託している法人委託

先で起きたものです。 

（松原理事）            法人事業者に対しては、ＮＨＫの帳票の取り

扱いについて、ルールを定めています。今回、

そのルールの一部が守られておらず、事務所内

での紛失が続いたため、再度、ルールを徹底す

るよう対応しました。 

（会 長）        重要なことなので、引き続き、注意喚起を行って 

ください。 

 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２９年１０月３１日 

会 長  上 田 良 一 


